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平
成
27
年
度
の
定
期
監
査
結
果

の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
し
ま
す
。

　

茂
原
市
監
査
委
員　

元
吉
敬
宇

　

茂
原
市
監
査
委
員　

鈴
木
敏
文

◆
監
査
の
対
象
＝
教
育
委
員
会

　

教
育
総
務
課
・
学
校
教
育
課
・

豊
田
小
学
校
・
五
郷
小
学
校
・
東

部
小
学
校
・
緑
ヶ
丘
小
学
校
・
茂

原
中
学
校
・
南
中
学
校
・
五
郷
幼

稚
園
・
中
央
学
校
給
食
共
同
調
理

場
・
生
涯
学
習
課
・
社
会
教
育
セ

ン
タ
ー
・
青
少
年
指
導
セ
ン
タ
ー
・

中
央
公
民
館
・
本
納
公
民
館
・
鶴

枝
公
民
館
・
体
育
課
・
美
術
館
・

郷
土
資
料
館
・
東
部
台
文
化
会
館

◆
監
査
期
間

　

平
成
28
年
１
月
５
日
か
ら
２
月

12
日
ま
で

◆
監
査
場
所

　

茂
原
市
役
所
・
豊
田
小
学
校
・

五
郷
小
学
校
・
東
部
小
学
校
・
緑
ヶ

丘
小
学
校
・
茂
原
中
学
校
・
南
中

学
校
・
五
郷
幼
稚
園

◆
監
査
方
法

　

監
査
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、

各
所
管
の
財
務
に
関
す
る
事
務
事

業
が
効
果
的
、
経
済
的
に
執
行
さ

れ
て
い
る
か
。
住
民
の
福
祉
の
増

進
に
努
め
、
最
少
の
経
費
で
最
大

の
効
果
を
挙
げ
、
組
織
及
び
運
営

の
合
理
化
に
努
め
て
い
る
か
。

　

ま
た
、
前
回
の
指
摘
事
項
の
改

善
は
な
さ
れ
て
い
る
か
に
主
眼
を

置
き
、
提
出
さ
れ
た
資
料･

関
係

諸
帳
簿
を
調
査
す
る
と
と
も
に
説

明
を
聴
取
す
る
こ
と
に
よ
り
、
適

正
な
監
査
の
執
行
に
努
め
た
。

◆
監
査
結
果

　

計
画
さ
れ
た
事
務
事
業
は
ほ
ぼ

順
調
に
進
行
し
て
お
り
、
関
係
諸

帳
簿
も
お
お
む
ね
適
切
に
処
理
さ

れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
。

◆
所
　
見

　

事
務
事
業
の
執
行
状
況
に
関
す

る
所
見
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
の

で
、
検
討
の
う
え
一
層
適
切
に
事

務
事
業
が
執
行
さ
れ
る
よ
う
要
望

す
る
。

◎
市
民
文
化
系
、
社
会
教
育
系
、

ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
系
、
学
校
教
育
系
、
子
育
て

支
援
の
各
公
共
施
設
に
つ
い
て

は
、
い
ず
れ
も
意
義
あ
る
施
設

で
あ
る
が
、
人
口
減
少
な
ど
に

よ
り
す
べ
て
を
維
持
す
る
こ
と

が
難
し
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
適
正
な
施
設
数
や
規
模
、

配
置
な
ど
に
つ
い
て
、
管
理
運

営
状
況
や
必
要
経
費
な
ど
を
明

ら
か
に
し
な
が
ら
、
今
後
策
定

さ
れ
る
茂
原
市
公
共
施
設
等
総

合
管
理
計
画
に
基
づ
き
、
計
画

的
な
取
組
み
に
努
め
ら
れ
た
い
。

◎
学
校
生
活
に
お
け
る
安
心
安
全

の
確
保
に
つ
い
て
は
、
通
学
路
の

安
全
確
保
は
も
と
よ
り
、「
い
じ

め
」
が
重
大
な
結
果
を
招
か
ぬ

よ
う
早
期
発
見
、
早
期
対
応
に

努
め
、
児
童
生
徒
が
安
心
し
て

学
校
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き

る
環
境
整
備
に
努
め
ら
れ
た
い
。

◎
公
立
小
中
学
校
の
規
模
・
配
置

に
つ
い
て
は
、
少
子
化
の
進
展

に
よ
り
小
規
模
化
す
る
傾
向
に

あ
る
が
、
関
係
法
令
や
公
立
小

学
校
・
中
学
校
の
適
正
規
模
・

適
正
配
置
等
に
関
す
る
手
引
な

ど
に
則
り
、
少
子
化
に
対
応
し

た
活
力
あ
る
学
校
づ
く
り
に
努

め
ら
れ
た
い
。

◎
青
少
年
の
健
全
育
成
に
つ
い
て

は
、
目
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
る
環

境
の
変
化
に
注
意
し
な
が
ら
各

事
業
の
内
容
を
検
証
し
、事
件
・

事
故
に
至
る
前
の
抑
止
力
と
な

る
よ
う
、
引
き
続
き
早
期
の
対

応
に
努
め
ら
れ
た
い
。

◎
各
公
民
館
に
つい
て
は
、
施
設
の

老
朽
化
が
見
ら
れ
る
が
、
利
用

者
の
利
便
性
・
快
適
性
に
配
慮

す
る
と
と
も
に
、
安
全
な
施
設

の
維
持
管
理
に
努
め
ら
れ
た
い
。

◎
市
民
の
健
康
増
進
・
体
力
向
上

に
つ
い
て
は
、
ス
ポ
ー
ツ
の
振

興
が
非
常
に
重
要
で
あ
る
こ
と

か
ら
、市
民
憲
章
に
掲
げ
る「
ス

ポ
ー
ツ
を
楽
し
み
健
康
で
活
気

の
あ
る
ま
ち
茂
原
」
の
実
現

に
向
け
、「
市
民 

ひ
と
り
１
ス

ポ
ー
ツ
」
を
基
本
理
念
と
し
た

ス
ポ
ー
ツ
の
推
進
に
、
引
き
続

き
努
め
ら
れ
た
い
。

◎
美
術
館
・
郷
土
資
料
館
来
館
者

に
つ
い
て
は
、
平
成
28
年
度
中

に
１
０
０
万
人
を
達
成
す
る
見

込
み
で
あ
る
た
め
、
記
念
イ
ベ

ン
ト
の
開
催
や
様
々
な
媒
体
を

活
用
し
た
情
報
伝
達
な
ど
、
さ

ら
に
来
館
者
を
増
加
さ
せ
る
施

策
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
た
い
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

監
査
委
員
事
務
局
（
９
階
）

☎
⒇
１
５
６
０
、5
⒇
１
６
０
７
へ
。

監
査
結
果
の
公
表

（
そ
の
３
）

４月１日㊎から�
� 固定資産の縦覧ができます
　この縦覧制度は、納税者が自らの資産の評価額について、他の資
産と比較検討できるようにするものです。

◆縦覧期間
４月１日㊎～５月２日㊊　８時30分～ 17時15分

（土・日・祝日を除く）
◆縦覧場所　資産税課（２階）⑫番窓口
◆縦覧に供するものと縦覧できる方

土地価格等縦覧帳簿：土地の固定資産税が課税されている方
家屋価格等縦覧帳簿：家屋の固定資産税が課税されている方
◆必要なもの

納税者本人を確認できるもの
（代理人・納税管理人の方は、委任状と本人を確認できるもの）
※納税者本人分の固定資産課税台帳（名寄帳）の閲覧は、期間中

は無料です。
お問い合わせは、資産税課（２階）
☎（20）１５７９、5（20）１６０９へ。


